
    稚内市立稚内港小学校いじめ防止対策基本方針     令和８年３月１８日 

 

１．いじめの問題に対する基本認識及び基本姿勢                   

 「いじめは人として決して許されない行為」である。また、「いじめは、どの学校でも、どの児童 

 にも起こりうる」という危機意識を常にもつことが重要である。 

 こうした基本認識に立ち、本校では、全ての児童がいじめを絶対に許さず、良好な人間関係のも 

と、日々の学習や活動に意欲的に取り組むことができるよう、全教職員が一致協力して、「いじめの 

ない楽しい学校づくり」に最大限努力する。 

 

２．いじめの定義                                    

 「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生

徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネッ

トを通じて行われるものも含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じ

ているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。 

 「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが

重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報する

ことが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、

早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。 

 

３．いじめの禁止                                    

 いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人

格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめを受けた児童の心に深い傷を残すものである。いじめは絶対

に許されない行為であり、港小学校の全ての児童は、いじめを行ってはいけない。 

 

４．いじめ未然防止対策推進の基本的な考え方                      

 （１）「１ いじめの問題に対する基本認識及び基本姿勢」を全教職員及び保護者等で共有し、関 

係機関や地域住民等の協力も得ながら、いじめの根絶に向けた組織的な取組を推進する。 

 （２）校長をリーダーとする、いじめ未然防止対策推進の中核を担う組織を校内に設置し、実効性 

   のある取組を推進する。 

 （３）児童の心身や財産に重大な被害を与えるような重大ないじめに対しては、設置者や専門機関 

    等の協力を得て、事実解明等を行う緊急の調査組織を設け、被害者救済のための必要な措置を 

    講じる。                                       

      

５．「いじめ未然防止対策推進委員会」の設置                      

 （１）いじめ未然防止対策を実効的に行う組織として「いじめ未然防止対策推進委員会」を設置する。 

 （２）校長は、本委員会を定期的に招集するとともに、必要に応じて臨時に招集する。 

 （３）必要に応じて、外部専門家チームを活用する。 

    ＜組織図＞ 
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   ＊校長は、いじめ未然防止対策に係る基本的な方向性を示し、取組内容を決定する。 

   ＊教頭は、校長の方針に基づき、生徒指導部長及び構成員に必要な指示並びに指導助言を行う。 

   ＊生徒指導部長は、対策推進のための実務的な連絡及び調整を行う。 
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６．「いじめ未然防止対策推進委員会」の責務                      

   「いじめ未然防止対策推進委員会」は、いじめ未然防止等に向け、次に掲げる事項に取り組むも
のとする。 

 （１）いじめ未然防止基本方針の策定と公開 

 （２）いじめ未然防止等に係る児童の活動の推進 

 （３）児童の思いやりの心など豊かな心の育成 

 （４）児童の望ましい人間関係や自己有用感の育成 

 （５）児童の情報モラルの育成 

 （６）ネット・トラブルの対応 

 （７）いじめの早期発見・早期解消 

 （８）いじめの再発防止 

 （９）関係機関との連携 

（10）保護者等への適切な情報提供 

（11）いじめの問題及び児童理解に係る教職員の研修の企画と運営 

（12）いじめ未然防止対策推進に係る学校評価の推進 

（13）その他、いじめ未然防止対策推進に関すること 

       

７．具体的な取組内容                                  

  （１）未然防止の取組 

    ①  いじめに関する一斉学習の実施（学級活動又は道徳の時間）※情報モラル教育を含む 

    ②  児童会による集会の実施（いじめ撲滅宣言等） 

    ③  いじめ・非行防止強調月間（６月、１０月）の設定 

    ④  参観日における道徳の授業公開 

   ⑤  保護者懇談会（研修会）の開催 

    （いじめ未然防止基本方針の説明やネットトラブル未然防止について） 

    ⑥  いじめの問題に関する校内研修の実施〔児童(生徒)理解研修を含む〕 

    ⑦  「南地区子育て支援ネットワーク会議」への参加 

    ⑧  ボランティア活動の実施 

    ⑨  外部講師を招いた豊かな心を育む講演会の実施 

    ⑩  地域行事への参加（南地区平和夏祭り等） 

    ⑪  中１ギャップ解消等のための小中連携の推進 

 （２）早期発見・早期解消の取組 

   ①  相談窓口の紹介  

  ②  教育相談の実施 

  ③ 児童個人面談の実施（9 月） 

  ④  三者面談の実施                            

    ⑤  児童へのアンケート調査の実施（6月・1０月・2月実施） 

    ⑥  道教委「ほっと」検査の実施（５月） 

  ⑦  終会の児童交流、生徒指導部会議、学年ブロック会議等の定例開催（情報交換、情報共有） 

  ⑧  ふれあい活動の推進（すき間のない指導体制）  

  ⑨  ネットパトロールの実施（毎月０のつく日） 

    ⑩ 関係機関、地域住民等からの情報収集 

   ⑪ いじめ未然防止対策推進委員会における対策の検討  

 

８．いじめ発生時の対応                                 

 （１）いじめの把握 

  ○ いじめアンケート調査による把握 

  ○ いじめを受けた本人（又は保護者）からの訴え 

  ○ 周囲の児童からの情報 

  ○ 教職員の観察による発見 

  ○ 関係機関、地域住民等からの通報 

  ○ その他 



 （２）初期対応 

  ○ いじめの発見者（把握者）から関係学年ブロック代表、学級担任等への情報提供 

  ○ 関係学年ブロック代表、学級担任等による関係児童への事実確認及び指導 

○ いじめ未然防止対策推進委員会への情報提供 

  （３）いじめの報告 

  ○ いじめの発見者（把握者）から生徒指導部長へ報告 

＜生徒指導部長から関係学年ブロック代表、学級担任等へ調査の指示＞ 

○ 生徒指導部長から教頭へ報告 

    ＜教頭から生徒指導部長へ必要な指示＞ 

○ 教頭から校長へ報告 

    ＜校長から教頭へ必要な指示＞ 

  ○ 校長によるいじめ未然防止対策推進委員会の招集 

  （４）いじめ未然防止対策推進委員会の招集 

  ○ 事実関係の解明 

  ○ 指導方針の確認 

  ○ 個別指導の検討 

○ 役割分担の協議 

○ 対応チームの編成 

○ 関係機関との連携 

○ 全教職員による共通理解の形成 

  （５）いじめの解消 

  ○ いじめを受けた児童への対応 

「いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが解消している状

態とは少なくとも次の２つの要件が満たされている必要がある。 
①いじめに係わる行為が止んでいること。 
  被害児童生徒に対する心理的または物理的な影響を与える行為（インターネットを通じ 

て行われるものを含む。）が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の 

期間とは、少なくとも３か月を目安とする。 
②被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと。 

いじめに係わる行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生徒がい

じめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。 
  ○ いじめを行った児童への対応 

  ○ 周囲の児童への対応 

  ○ 保護者への対応 

  ○ 教育委員会への報告（指導助言やいじめ早期対応チームの要請） 

  ○ 関係機関への相談（児童相談所、スクールソーシャルワーカー、各種相談室等） 

 （６）再発防止に向けた取組（いじめ未然防止対策推進委員会において検討） 

  ○ 原因の詳細な分析 

  ○ 学校体制の改善・充実 

  ○ 教育内容及び方法の改善・充実 

  ○ 家庭、地域との連携強化 

              
９．重大事態への対処                               

 （１）重大事態の把握 

  ○ 重大事故・事案の発生 

  ○ 本人及びその保護者からの申し立て 

  ○ 教育委員会、警察等関係機関からの通報 

  ○ その他 

 

 

 

 



   ＜重大事態とは＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 （２）重大事態の調査 

  ○ いじめ未然防止対策推進委員会の緊急招集、調査の実施 

  ○ 事実の整理、校長への報告 

 

 （３）重大事態の報告、通報 

  ○ 教育委員会への報告、早期対応チーム派遣等支援の要請 

  ○ 犯罪行為が認められる場合等は、警察への通報、支援の要請 

 

 （４）調査組織の設置（教育委員会の指示により設置） 

  ○ 校内調査委員の選定 

  ○ 校外の専門家への協力依頼〔スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー 等〕 

○ 「北海道いじめ問題等解決支援外部専門家チーム」の派遣要請 

  ○ 加害者への教育的措置の検討 

  ○ 被害者の救済措置の検討 

  ○ 調査及び対応結果の教育委員会への報告 

 

 （５）措置の実施 

  ○ 教育委員会の指示に基づく措置の実施  

 

１０．学校及び学校の教職員の責務                         

  （１）学校の責務 
①学校は、学校いじめ防止基本方針をホームページ等で公開すると共に、いじめ防止
等の取組み体制の確立と、校内研修実施計画の策定、実施し、PDCA サイクルによる
方針の点検と見直しを年１回以上行うこと。 

 
  ②学校は、日頃から、教育活動全体を通じ、「いじめをしない」、「いじめをさせない」、

「いじめを許さない」集団づくりに努め、児童生徒が自他の意見に相違があっても、互
いに認め合いながら粘り強く課題を克服していく力や、相手等への影響を考えながら円
滑にコミュニケーションを図っていこうとする力を育てる。 

 
  ③学校は、児童生徒の実態やいじめが生まれる背景等を分析し、その結果をもとに、全

ての児童生徒が安心でき、他者から認められていると感じられる「居場所づくり」や他
者とかかわり、他者の役に立っていると感じられる「絆づくり」の取組みを進める。 

 
  ④学校は、児童生徒が安心して通い、学習や生活ができる場であることが求められるこ

とから、単にいじめをなくす取組みにとどまらず、規律正しい態度で主体的に参加し、
活躍できる授業づくりや、好ましい人間関係を基礎に豊かな集団生活が営まれる環境づ
くりを進める。 

  
  ⑤学校は、いじめの問題の根本的な克服のため、全ての児童生徒に、心の通う人間関係

を構築できる社会性、規範意識や自他の生命を尊重する心などを育むとともに、将来の
夢やそれに挑戦する意欲を持たせ、いじめを生まない環境を醸成する。 

 
 

 １ いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた 

 疑いがあると認めるとき 

・児童が自死を企図した場合 

・身体に重大な傷害を負った場合 

・金品等に重大な被害を被った場合 

・精神等の疾患を発症した場合 

 ２ いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なく 

 されている疑いがあると認めるとき 



   ⑥学校は、いじめの問題に迅速に対応するには、いじめの早期発見が不可欠であること
から、児童生徒のささいな変化・兆候であっても、いじめとの関連を常に考慮して、早
い段階から関わりを持ち、いじめを看過したり軽視したりすることなく、積極的にいじ
めの認知をする。 

 
   ⑦学校は、いじめを認知した場合、家庭や関係機関と連携して、直ちにいじめを受けた

児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保する。 
いじめたとされる児童生徒に対しては事情を確認した上で、いじめが行われていた

場合は、その保護者と情報共有して別に指導を行い、いじめの非に気付かせ、いじめ
を受けた児童生徒への謝罪の気持ちを醸成させるなど組織的に対応する。 

 
  ⑧学校は、保護者、地域住民その他の関係者といじめの問題について協議する機会を設

け、認識を共有して、より多くの大人が、児童生徒の悩みや相談を受け止めることがで
きるよう連携した取組みを進める。 

 
（２）教職員の責務 

①児童生徒への理解を深め、信頼関係の構築に努め、児童生徒のささいな変化・兆候で 
あっても、いじめとの関連を常に考慮して、組織的判断のもと迅速に対応する。 

 
  ②いじめを発見し、又は相談を受けた場合は、当該いじめに係る情報を学校の定めた方

針等に沿って記録するとともに、速やかに「いじめ未然防止対策推進委員会」に報告し、
学校の組織的な対応に繋げる。 

  
  ③いじめが起こらない環境づくりに努めるとともに、自らの言動が児童生徒へのいじめ

につながることのないよう留意をする。 
 
   ④生徒指導に関する研修会等に積極的・計画的に参加し、研修の成果を共有するなどし

て、いじめの問題に適切に対応できる実践的指導力を身に付ける。 
 
   ⑤双方の当事者や周りの者にとって好ましい集団生活を取り戻すことができるよう、継

続した取組みを組織的に進める。 
 
 
 
      「稚内市いじめ防止基本方針」掲載箇所の URL は下記のとおりです。 
 
 

https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/files/00016800/00016829/ijimebousikihonhousin.pdf  


